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さざなみネットは、滋賀銀行従業員組合とともに、１１月２７日に滋賀労働局

および大津労働基準監督署、１２月１４日に財務省近畿財務局大津理財事務所を

訪問し、要請を行いました。これは、金融労連の統一要請書（下記）に基づき全

国で統一して行われているものです。

滋賀労働局と大津労働基準監督署では、特に労働安全委員会の正常な稼動を早

急に行うよう指導を求めました。

大津理財事務所では、金融リスク商品

の販売実態、成果主義賃金との関連、メ

ンタル面への状況など職場実態を訴え、指導を要請しました。

地域金融機関の社会的責任は大きく、労働組合の役割が、

さらに重要

になってい

ることを実

感しました。

滋賀労働局・大津労働基準監督署 御中

金融機関の労働実態改善のための指導強化の要請

１、早朝を含め賃金不払い残業に対する金融機関への指

導を一層強化すること。

２、管理監督者の範囲について、金融機関の実態を調査

し、旧労働省通達に基づき指導すること。

３、金融機関の長時間労働是正のため、慢性残業・休日

出勤の改善や休暇の取得促進を図るよう指導すること。

４、パワハラやメンタルヘルス対策を徹底するよう指導

すること。
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財務省近畿財務局大津理財事務所 御中

当面の「金融行政」に対する要請

１、中小企業金融の円滑化のため、不良債権比率の低さや収益性・

効率性の高さではなく、中小企業への融資割合や企業支援の取組

状況、地域貢献度など、金融機関としての社会的役割の発揮度を

重視した金融監督行政に改めること。

２、金融リスク商品の販売に当たっては、説明義務や適合性原則な

ど金融商品取引法の遵守を徹底させること。無理な勧誘につなが

る従業員へのノルマ（目標）はやめさせること。

３、金融検査について、従業員が深夜残業や休日出勤を行わなくて

もすむよう改善を図ること。

４、金融機関の１２月３０日の休日化の実現に努力すること。

５、東京海上日動火災保険の「外務社員切捨て争議」、ＡＩＧスター

生命保険の「嘱託事務員解雇争議」の早期解決に努力すること。

滋賀労働局での要請行動

大津財務事務所での要請行動


